
 

 

 

北九州 PCB 処理施設の操業再開について 

 

本市は、本年３月末で施設の操業を一旦停止していた「北九州ＰＣＢ処理施設」の全面的

な点検、及び老朽化・経年劣化している箇所の修繕等が完了し、国、本市による立入検査で

安全性を確認し、６月１日より操業再開を認めることとしましたので、お知らせします。 

 

＜これまでの経過＞ 

 令和３年９月、国は本市に対し、令和３年度末までの期限内に処理が完了しないことか

ら、北九州ＰＣＢ処理施設における処理の継続（令和５年度末まで２年間）を要請。 

 北九州ＰＣＢ処理施設は、当初の操業計画に基づき、令和４年３月３１日で処理を一旦

停止。その後、ＪＥＳＣＯが、処理の継続に備えて、施設の全面的な点検、及び老朽化・

経年劣化している箇所の修繕等を実施。 

 市民説明や議会での議論を踏まえて「受入条件」を取りまとめ、令和４年４月２５日、

国に提示し、承諾されたことから、北九州ＰＣＢ処理施設における処理の継続が決定。 

 ＪＥＳＣＯによる安全点検等の状況については、国・本市がそれぞれ立入検査を行い、

確認・指導を合計１７回実施し、令和４年５月３１日に最終的な立入検査を合同で行っ

て、安全性を確認し、操業再開を承認。 

＜今後の対応＞ 

 本市においては、北九州ＰＣＢ処理事業の更なる安全・安心の確保に向け、「北九州市ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を令和４年６月１日付で改訂します。 

 添付資料 北九州市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の改訂について（概要） 

 ※計画の本編は、「ＰＣＢ処理に関する情報サイト」に掲載しています 

 ＵＲＬ：https://www.waste-info.jp/pcb/topics220531-2/ 

 操業再開以降は、本計画に基づき、国・本市において、北九州ＰＣＢ処理施設への立入

検査を毎月実施し、安全対策や期限の順守などについて、監視指導を徹底します。 

 今後も、ＪＥＳＣＯ、国、本市の三者が、それぞれの立場と役割をしっかりと認識して

責任を果たし、安全性や計画性の一層の向上に努めてまいります。 

（以上） 
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